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表紙*電子提供措置用*

第94回
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知
日 時 2024年６月20日(木曜日)午前10時

(受付開始：午前９時20分)

場 所 東京都文京区小石川一丁目１番１号
文京ガーデン　ゲートタワー　22階
藤森工業株式会社　本社

議 案 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）
６名選任の件

第４号議案 監査等委員である取締
役３名選任の件
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株主総会にご出席されない場合

書面又はインターネット等による議決権行使期限
2024年６月19日（水曜日）午後５時15分まで

　

藤森工業株式会社
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招集ご通知

証券コード　7917
2024年６月４日

株 主 各 位 （電子提供の開始日：2024年５月29日）
東 京 都 文 京 区 小 石 川 一 丁 目 １ 番 １ 号
藤 森 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 　 下 田 　 拓

当社ウェブサイト　https://www.zacros.co.jp/gsm/2024-03/

株主総会資料 掲載ウェブサイト　https://d.sokai.jp/7917/teiji/

１．日 時 2024年６月20日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前９時20分）

２．場 所 東京都文京区小石川一丁目１番１号
文京ガーデン　ゲートタワー　22階
藤森工業株式会社　本社

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第94期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計
算書類監査結果報告の件

２．第94期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類報告の件

第94回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第94回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第94回定時株主
総会招集ご通知」として掲載しておりますので、下記のいずれかのサイトにアクセスのうえ、ご
確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することが
できます。

株主総会参考書類をご検討いただきまして、2024年６月19日（水曜日）午後５時15分まで
に議決権を事前行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

－ 1 －
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招集ご通知

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

３
．
４．議決権行使

のお取扱い
(1) インターネット等と書面により、二重に議決権を行使された場合
　は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わ
　せていただきます。
(2) インターネット等によって複数回重複して議決権を行使された場合
　は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていた
　だきます。
(3) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい
　て、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったもの
　としてお取り扱いいたします。

     

≪当社ウェブサイト≫　　　アドレス　https://www.zacros.co.jp

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び株主
総会資料掲載ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です）

日 時
　 2024年６月20日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時20分）　

場 所
　 東京都文京区小石川一丁目１番１号

文京ガーデン　ゲートタワー　22階
藤森工業株式会社　本社

郵送で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限
　 2024年６月19日（水曜日）午後５時15分到着分まで　

インターネット等で議決権を行使される場合

パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（https://www.web54.net）にアクセス
し、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただ
き、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限
　 2024年６月19日（水曜日）午後５時15分送信完了分まで　

① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご
利用の株主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご
了承ください。

② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット等の接続料金・電話料金等）

は株主様のご負担となります。

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

※ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示
　 があったものとしてお取り扱いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決
権行使に関するお問い合わせ フリーダイヤル 0120-652-031 (受付時間 ９:00～21:00)

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

　　

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」 議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイ
トへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パ
スワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。1

見本
見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱
わせていただきます。

※ 書面とインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。

－ 4 －
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株主総会インターネット配信のお知らせ

●事前視聴申込登録サイトURL　　https://forms.gle/mtYgxGnjUNDFbrVJ7
（当社お問合せページより、プライバシーポリシーを確認ご同意の上、ご登録をお願いいたします）

株主総会インターネット配信のお知らせ
ご来場なさらない株主様が株主総会の模様をご視聴いただけるよう、事前登録制にて、イン

ターネット等によるライブ配信を実施いたします。

＜インターネットライブ配信ご視聴申込みご案内＞

ライブ配信は、事前にお申込みいただいた株主様へご視聴方法をご案内いたします。

●配信日時：　2024年６月20日（木）午前10時から株主総会終了時刻まで
（開会前の午前９時30分から接続可能となり、午前９時55分から映像を配信する予定です）

●お 申 込 み 期 限：　６月１０日(月)午後５時まで
●視聴URLのご連絡：　６月１３日(木)電子メールにて

【インターネット配信ご参加にかかるご留意事項】
①ご視聴いただく株主様は、本株主総会当日のご質問、決議にご参加いただくことはできませ
ん。事前に議決権を行使の上でご視聴をお願いいたします。
②ご視聴にご参加いただけるのは株主様本人のみに限定させていただきます。
③ID及びパスワードの第三者へのご提供は固くお断りいたします。
④ご使用のインターネット等の接続環境及び回線の状況等により映像音声の不具合やご視聴いた
だけない場合がありますので予めご了承ください。
⑤出席株主様のプライバシーに配慮し、配信の映像は議長席及び役員席付近のみとさせていただきます。
⑥ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

※本株主総会終了後に当社ホームページにて動画を掲載する予定です。

－ 5 －
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剰余金処分議案

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当社は、株主の皆様への利益還元と株主資本利益率の向上を最重要課題の一つと位置づけ
ており、利益の配分については、業績の伸展状況に応じて配当性向・株主資本配当率等を勘
案し、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。この方針に基づき、
第94期の期末配当につきましては以下のとおりといたしたいと存じます。なお、中間配当
金として１株に42円をお支払しておりますので、年間配当金は84円となります。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類
金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当 社 普 通 株 式 １ 株 　 4 2 円
配当総額　 7 8 0 , 8 2 4 , 8 1 4円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月21日

－ 6 －
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定款一部変更議案

現行定款 変更案

（商号）
第１条　当会社は、藤森工業株式会社と称し、

英文では ＦＵＪＩＭＯＲＩ ＫＯＧＹＯ 
ＣＯ．，ＬＴＤ． と表示する。

（商号）
第１条　当会社は、ＺＡＣＲＯＳ株式会社と称

し、英文では ＺＡＣＲＯＳ Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ と表示する。

（新設） 附則
（商号変更に関する経過措置）
第１条　定款第１条（商号）の変更は、2024

年10月１日に効力が生じるものとする。
当会社は、定款第１条の規定にかかわら
ず、効力発生日の前日までは、藤森工業
株式会社と称し、英文では、 ＦＵＪＩＭ
ＯＲＩ ＫＯＧＹＯ ＣＯ．， ＬＴＤ． と
表示するものとする。

　　２．本附則は、定款第１条の変更の効力発
生をもってこれを削除する。

第２号議案　定款一部変更の件
当社定款を以下のとおり変更したいと存じます。
１．提案の理由
　　　当社は1994年より「究極の最先端」を意味する“ＺＡＣＲＯＳ”をハウスネームとして

おりますが、創業110周年を迎えた本年、今まで以上に究極の最先端を追求してお客さ
まや世界に向けたソリューションを創造することとグローバルブランド統一と認知度向
上を目的に、現行定款第１条（商号）を変更するものです。

２．変更の内容
　　　変更の内容は以下のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線部分は変更箇所を示します）

－ 7 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者
番　号 氏 名 現在の当社グループにおける地位

及 び 担 当
取 締 役 会
出 席 状 況

１ 再 任　
ふじ
藤

 

　
もり
森

 

　
あき
明

 

　
ひこ
彦 代表取締役会長 100％(15回／15回)

２ 再 任　
しも
下

 

　
だ
田

 

　
 

　
 

　
たく
拓 代表取締役社長 100％(11回／11回)

３ 再 任　
ふ
布

 

　
やま
山

 

　
えい
英

 

　
し
士 代表取締役品質統括 100％(15回／15回)

４ 再 任　
さ
佐

 

　
とう
藤

 

　
みち
道

 

　
ひこ
彦 取締役上席執行役員管理部門統括 100％(15回／15回)

５ 再 任　
く
久

 さ
　

か
下

 

　
のり
典

 

　
ひろ
宏

取締役
フジモリ産業㈱　代表取締役社長 100％(11回／11回)

６ 新 任　
い

伊　
ざわ

澤
 

　
く

久
 

　
み

美 ― ―

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案にて同じ。）全員（６名）は、本総会

終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であ

ると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 8 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

１
候補者番号

　

ふ じ

藤
も り

森
 

　
あ き

明
ひ こ

彦 (1944年１月２日生) 再 任
　

所有する当社株式数
453,900株

取締役在任年数
38年

取締役会への出席状況
15／15回（100％）　

    1969年    8 月 当社入社
    1977年    1 月 フジモリ産業㈱代表取締役専務
    1983年    6 月 協和工業㈱代表取締役社長
    1986年    6 月 当社常務取締役企画本部長
    1988年    6 月 当社専務取締役営業本部長
    1990年    6 月 当社代表取締役専務
    1991年    6 月 当社代表取締役社長
    1999年    1 月 当社機能材料事業部長
    2002年    4 月 当社新規事業企画部長
    2013年    10月 当社代表取締役会長（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■取締役候補者とした理由
当社の代表取締役社長等を歴任し、経営者として豊富な経験と実績を有する
とともに、代表取締役会長就任以降も当社グループの経営を牽引し当社の企
業価値の向上に尽力していることから、引き続き当社の経営への貢献を期待
し、取締役候補者といたしました。なお、選任された場合には、取締役会長
として経営の執行・監督に当たります。

２
候補者番号

　

し も

下
だ

田
 

　
た く

拓 (1972年８月12日生) 再 任
　

所有する当社株式数
13,400株

取締役在任年数
１年

取締役会への出席状況
11／11回（100％）　

    2010年    8 月 当社入社
    2018年    8 月 当社先端医療事業推進部事業企画部長
    2019年    6 月 当社執行役員先端医療事業推進部長
    2021年    6 月 当社取締役上席執行役員
    2021年    10月 当社ウェルネス事業本部長
    2022年    6 月 当社専務執行役員
    2023年    4 月 当社社長室長
    2023年    6 月 当社取締役専務執行役員社長室長
    2024年    4 月 当社代表取締役社長（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■取締役候補者とした理由
新規事業企画、海外業務、ウェルネス事業部門でグローバルベースでの先端
医療事業及び経営企画において豊富な経験を有し、代表取締役社長就任後は
中長期経営計画の遂行による企業価値の向上を図るべく当社グループの経営
を牽引していることから、引き続き当社の経営への貢献を期待し、取締役候
補者といたしました。

－ 9 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

３
候補者番号

　

ふ

布
や ま

山
 

　
え い

英
し

士 (1954年２月４日生) 再 任
　

所有する当社株式数
18,795株

取締役在任年数
16年

取締役会への出席状況
15／15回（100％）　

    1977年    4 月 当社入社
    1998年    4 月 当社機能材料事業部沼田事業所長
    2003年    2 月 当社研究所長
    2003年    4 月 当社執行役員研究所長
    2005年    6 月 まつやセロファン㈱代表取締役社長
    2007年    6 月 当社執行役員ヘルスケアサプライ事業部長
    2008年    4 月 当社ライフサイエンス事業部長
    2008年    6 月 当社取締役
    2009年    4 月 当社ライフサイエンス事業本部長
    2011年    6 月 当社包装事業部長
    2011年    10月 当社常務取締役
    2012年    6 月 当社専務取締役
    2013年    10月 当社代表取締役社長
    2022年    12月 当社環境ソリューション事業本部長
    2024年    4 月 当社代表取締役品質統括（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■取締役候補者とした理由
長年にわたり、当社の社長をはじめウェルネス及び環境ソリューション事業
部門など、当社グループの発展に寄与し、当社グループの経営を牽引し、当
社の企業価値の向上に尽力していることから、引き続き当社の経営への貢献
を期待し、取締役候補者といたしました。なお、選任された場合には、代表
取締役品質統括として品質経営の強化に当たります。

－ 10 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

４
候補者番号

　

さ

佐
と う

藤
 

　
み ち

道
ひ こ

彦 (1964年12月10日生) 再 任
　

所有する当社株式数
4,285株

取締役在任年数
２年

取締役会への出席状況
15／15回（100％）　

    2015年    6 月 ㈱みずほ銀行より出向
    2016年    1 月 当社粘着ソリューション事業部長代理
    2016年    6 月 当社入社、執行役員
    2016年    8 月 当社粘着ソリューション事業部長
    2020年    10月 当社ディスプレイ部材事業部長
    2021年    5 月 当社総務部長
    2021年    6 月 当社上席執行役員管理部門管掌
    2022年    6 月 当社取締役上席執行役員管理部門管掌
    2024年    4 月 当社取締役上席執行役員管理部門統括（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■取締役候補者とした理由
金融業務及び人事総務業務に豊富な経験を有するとともに、経営の重要事項
の決定及び業務執行に対する監督など当社の企業価値向上に資するべく適切
な役割を果たしており当社の企業価値の向上に尽力していることから、引き
続き当社の経営への貢献を期待し、取締役候補者といたしました。なお、選
任された場合には、取締役専務執行役員として管理部門を統括いたします。

５
候補者番号

　

く さ か

久下　
の り

典
ひ ろ

宏 (1982年６月２日生) 再 任
　

所有する当社株式数
1,315株

取締役在任年数
１年

取締役会への出席状況
11／11回（100％）　

    2016年    10月 フジモリ産業㈱入社
    2019年    4 月 同社化成品事業部長代行
    2019年    6 月 同社取締役
    2021年    6 月 同社専務取締役
    2023年    6 月 同社代表取締役社長（現任）
    2023年    6 月 当社取締役（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■取締役候補者とした理由
建築業界での豊富な経験を有するとともに、当社グループのフジモリ産業㈱
代表取締役社長として同社の経営を牽引し当社の連結業績に貢献しているこ
とから、引き続き当社グループの経営への貢献を期待し、取締役候補者とい
たしました。

－ 11 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

６
候補者番号

　

い

伊
ざわ

澤　
く

久
み

美 現姓 杉本
(1973年10月１日生) 新 任

　

所有する当社株式数
0株

社外取締役在任年数
－

取締役会への出席状況
－　

    1997年    4 月 ㈱内田洋行入社
    2000年    7 月 早稲田大学メディアネットワークセンター特別研究員
    2005年    1 月 東京大学先端科学技術研究センター産学連携研究員
    2007年    4 月 特定非営利活動法人産学連携推進機構主任研究員
    2015年    4 月 早稲田大学情報教育研究所招聘研究員（現任）
    2017年    7 月 特定非営利活動法人産学連携推進機構主席研究員
    2023年    7 月 ScholeDesign合同会社代表（現任）
    2023年    10月 株式会社内田洋行教育総合研究所フェロー（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
大学及びＮＰＯ法人の研究員としてイノベーションとビジネスモデル、およ
びそれらを支える知財マネジメント、サービスマネジメント、サーキュラー
エコノミーなどの分野に関して高度な専門的知識を有し、企業分析などの研
究実績も非常に豊富であることから、当社の経営に関して適切な助言や監督
を行っていただくことを期待したためであります。上記の理由により、社外
取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１. 久下典宏氏は、当社子会社であるフジモリ産業㈱の代表取締役社長を兼務し、当社は同社との間に、
製品販売等の取引関係があります。他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 伊澤久美氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして
おります。当社は、同氏の選任が承認され、社外取締役に就任する前提で、独立役員として東京証券
取引所に届け出ております。

３．伊澤久美氏は、旧姓及び職務上の氏名を表示しております。
４．当社は、伊澤久美氏の就任が承認された場合、同氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款第

31条の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に基づき以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結
しております。伊澤久美氏を除く各取締役候補者はすでに本保険の被保険者となっており、各候補者
が取締役に選任され就任した場合、引き続き又は新規に当該保険の被保険者となります。本保険契約
は2024年10月に更新をする予定です。

【保険契約の内容の概要】
①被保険者の範囲

当社及び当社が過半の株式を保有する関係会社の役員（取締役、監査等委員である取締役、監査役等
及び契約後に就任したものを含む）

②被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は全額会社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。

③補填の対象となる保険事故の概要
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及にかかる請求をうけることに
よって生じる事のある損害について補填するものであります。

④役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
被保険者の法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

－ 12 －
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監査等委員である取締役選任議案、取締役のスキル・マトリックス

候補者
番　号 氏 名 現在の当社における

地 位 及 び 担 当
取 締 役 会
出 席 状 況

監査等委員会
出 席 状 況

１ 新 任　
ふじ
藤

 

　
もり
森

 

　
のぶ
伸

 

　
ひこ
彦 代表取締役副会長 100％(15回／15回) －

２ 再 任　
さか
坂

 

　
い
井

 

　
 

　
 

　
まなぶ
学

監査等委員である
社外取締役 100％(15回／15回) 100％(15回／15回)

３ 再 任　
たけ
竹

 

　
うち
内

 

　
さ
さ

と
と

こ
子

監査等委員である
社外取締役 100％(11回／11回) 100％(11回／11回)

１
候補者番号

　

ふ じ

藤
も り

森
 

　
の ぶ

伸
ひ こ

彦 (1959年７月31日生) 新 任
　

所有する当社株式数
536,000株

監査等委員である取締役在任年数
－

取締役会への出席状況
15／15回（100％）

監査等委員会への出席状況
－　

    1987年    1 月 ニッカ㈱入社、取締役経営企画室長
    1988年    6 月 当社取締役
    1989年    4 月 ニッカ㈱常務取締役
    1991年    3 月 協和工業㈱代表取締役社長
    1992年    4 月 ニッカ㈱代表取締役社長
    1994年    4 月 フジモリプラケミカル㈱代表取締役社長
    2002年    6 月 フジモリプラケミカル㈱取締役会長
    2002年    6 月 当社代表取締役副社長海外担当
    2003年    4 月 当社国際部長
    2013年    10月 当社代表取締役海外部門管掌
    2014年    6 月 当社代表取締役副会長（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■取締役候補者とした理由
当社の代表取締役副会長等を歴任し、経営者として経験と実績を有するとと
もに、財務や海外事業に関する知識が豊富なことから、当社の経営及び監査
への貢献が期待できるため、監査等委員である取締役候補者としました。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（３名）が任期満了となりますので、

監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 13 －
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監査等委員である取締役選任議案、取締役のスキル・マトリックス

２
候補者番号

　

さ か

坂
い

井
 

　
まなぶ

学 (1949年７月13日生) 再 任
　

所有する当社株式数
1,964株

監査等委員である社外取締役在任年数
６年

取締役会への出席状況
15／15回（100％）

監査等委員会への出席状況
15／15回（100％）　

    1974年    4 月 第一製薬㈱（現第一三共㈱）入社　研究所製剤研究部
    2005年    6 月 同社執行役員経営推進部長
    2005年    9 月 第一三共㈱執行役員経営管理部長
    2010年    4 月 同社常務執行役員グループ経営管理統括
    2012年    4 月 同社専務執行役員管理本部長
    2013年    6 月 同社取締役専務執行役員管理本部長
    2014年    6 月 同社代表取締役副社長執行役員管理本部長
    2015年    7 月 同社顧問
    2018年    6 月 当社監査等委員である社外取締役（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
研究開発及び会社経営における長年の経験と見識を有し、その豊富な知識と
経験を当社の経営及び監査等に活かしていただけると期待したためでありま
す。上記の理由により、監査等委員である社外取締役として、その職務を適
切に遂行できるものと判断しております。

－ 14 －
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監査等委員である取締役選任議案、取締役のスキル・マトリックス

３
候補者番号

　

た け

竹
う ち

内
 

　
さ

さ
と

と
こ

子(1975年３月17日生) 再 任
　

所有する当社株式数
217株

監査等委員である社外取締役在任年数
１年

取締役会への出席状況
11／11回（100％）

監査等委員会への出席状況
11／11回（100％）　

    1997年    4 月 ㈱フォアサイト・アンド・カンパニー入社
    2006年    5 月 ㈱ディー・エヌ・エー入社
    2007年    12月 ㈱フォアサイト・アンド・カンパニー入社
    2016年    4 月 ビジネス・ブレークスルー大学専任講師
    2017年    4 月 ㈱フォアサイト・アンド・カンパニー取締役（現任）
    2017年    10月 （一社）問題解決力検定協会理事（現任）
    2022年    10月 ビジネス・ブレークスルー大学准教授（現任）
    2023年    6 月 当社監査等委員である社外取締役（現任）

■略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

　■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
経営コンサルタントとして事業戦略及び人材育成などに長年の経験と高度な
専門的知識を有し、その豊富な知識と経験を当社の経営及び監査等に活かし
ていただけると期待したためであります。上記の理由により、監査等委員で
ある社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しておりま
す。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．坂井学氏及び竹内さと子氏の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立

役員の要件を満たしております。当社は、両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両
氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

　　　３．坂井学氏及び竹内さと子氏は、現在当社の社外取締役でありますが、両氏の在任期間は、本総会終結
の時をもって、坂井学氏は６年、竹内さと子氏は１年となります。

　　　４．当社は、坂井学氏及び竹内さと子氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款第31条の規定に
基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。なお、両氏の
再任が承認された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

　　　５. 当社は、会社法第430条の３第１項に基づき以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結
しております。各取締役候補者はすでに本保険契約の被保険者となっており、各候補者が取締役に選
任され就任した場合、引き続き当該保険の被保険者となります。本保険契約は2024年10月に更新を
する予定です。

－ 15 －
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監査等委員である取締役選任議案、取締役のスキル・マトリックス

【保険契約の内容の概要】
①被保険者の範囲

当社及び当社が過半の株式を保有する関係会社の役員（取締役、監査等委員である取締役、監査役等
及び契約後に就任したものを含む）

②被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は全額会社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。

③補填の対象となる保険事故の概要
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及にかかる請求をうけることに
よって生じる事のある損害について補填するものであります。

④役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
　被保険者の法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

氏名 企業経営 製造・開発 営業・マー
ケティング

財務・
会計・法務 環境・ESG 国際性・

多様性
藤森 明彦 ○ ○ ○ ○
下田 拓 ○ ○ 〇 ○
布山 英士 ○ ○ 〇 ○
佐藤 道彦 ○ ○ ○ ○
久下 典宏 ○ ○ ○ ○
伊澤 久美 ○ ○ ○ ○
藤森 伸彦 ○ ○ ○ ○
坂井 学 ○ ○ ○ ○
竹内 さと子 ○ ○ ○ ○

【スキル・マトリックス】

※各取締役候補者の専門性や経験のうち、当社として特に重要と認識する４項目につき記載
以　上
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当事業年度の事業の状況

事 業 報 告
（2023年 4 月 1 日から

2024年 3 月31日まで）
１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果

当連結会計年度における経営成績は、ウェルネス事業、環境ソリューション事業では減
収となりましたが、産業インフラ事業では増収となりました。また、情報電子事業も、主
力のプロテクトフィルムで前年度の業界の生産調整が一巡すると同時に、業界再編により
当社の競争力が高まり、大きく増収となりました。その結果、当社グループの売上は前年
同期比で増収となりました。

損益面では、原材料の高騰、人件費の増加、研究開発費の増加などの減益要因があった
ものの、生産効率の向上・価格転嫁などの収益向上施策の推進により、営業利益、経常利
益は前年同期比で増益となりました。その一方、偶発損失引当金繰入額の計上などによ
り、親会社株主に帰属する当期純利益は減益となりました。

この結果、当連結会計年度における業績は、売上高1,361億55百万円（前年同期比
5.2％増）、営業利益83億44百万円（前年同期比41.9％増）、経常利益89億10百万円
（前年同期比30.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益45億32百万円（前年同期比
6.6％減）となりました。

当連結会計年度より、経営体制の変更に合わせて管理区分の一部見直しを行い、事業区
分（報告セグメント）を変更しております。第92期、第93期の事業分野別の数値につい
ては、変更後の報告セグメントの区分に組み替えた数値で記載しております。
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当事業年度の事業の状況

（ウェルネス事業）

19.2%

売上高構成比

23,992
27,058

第93期
（2023年3月期）

26,089

第94期
（2024年3月期）

第92期
（2022年3月期）

2,107

1,312
832

（単位：百万円）業績推移
■売上高　　　営業利益

　バイオ医薬品等製造用シングルユースバッグ及び関連製品は、
ワクチン向け需要が減少し前年同期を下回る売上となりました。
医薬・医療用包装材については、国内での売上を伸ばしたもの
の、インドネシア子会社での売上が大きく減少したことにより、
事業全体で減収となりました。損益面では、売上減少要因に加
え、医療機器及び体外診断薬関連製品や再生医療分野において開
発費用投入を進めていることなどにより減益となりました。
　この結果、売上高は260億89百万円（前年同期比3.6％減）、
営業利益は８億32百万円（前年同期比36.6％減）となりました。

（環境ソリューション事業）

24.6%

売上高構成比

31,570 33,736

第93期
（2023年3月期）

33,475

第94期
（2024年3月期）

第92期
（2022年3月期）

2,466

1,256

1,444

（単位：百万円）業績推移
■売上高　　　営業利益

　液体容器では海外子会社を中心に売上を伸ばし、つめかえ包装
や食品包装では増収を確保したものの、ＯＡ機器関連包装におい
て売上が減少したことから、事業全体では減収となりました。損
益面では、海外展開に向けたマーケティング費用等が増加しまし
たが、液体容器における増収効果などにより事業全体で増益とな
りました。
　この結果、売上高は334億75百万円（前年同期比0.8％減）、
営業利益14億44百万円（前年同期比15.0％増）となりました。

（情報電子事業）

33.0%

売上高構成比

44,036
37,988

第93期
（2023年3月期）

44,934

第94期
（2024年3月期）

第92期
（2022年3月期）

3,631

482

3,017

（単位：百万円）業績推移
■売上高　　　営業利益

　電子部材関連については、前年度下期から継続している半導体
市場の冷え込みの影響により層間絶縁フィルムを中心に減収とな
りました。一方 ディスプレイ関連では、主力のプロテクトフィル
ムで前年度の業界の生産調整が一巡すると同時に、業界再編によ
り当社の競争力が高まったことにより大きく売上を伸ばし、この
結果 事業全体で増収となりました。損益面では、層間絶縁フィル
ムの減収影響があったものの、プロテクトフィルムの増収効果に
より、事業全体で増益となりました。
　この結果、売上高は449億34百万円（前年同期比18.3％増）、
営業利益30億17百万円（前年同期比525.8％増）となりました。

　企業集団の事業区分別売上状況は次のとおりであります。
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当事業年度の事業の状況

（産業インフラ事業）

23.2%

売上高構成比

28,219 30,581

第93期
（2023年3月期）

31,655

第94期
（2024年3月期）

第92期
（2022年3月期）

2,136
2,831 3,050

（単位：百万円）業績推移
■売上高　　　営業利益

　建築資材関連においては、ビル用煙突の売上は減少となりまし
たが、空調用配管及び集合住宅向けボイドスラブ（床構造部材）
の売上が好調に推移しました。土木資材関連については、トンネ
ル用資材の売上が増加しました。化成品については、プラスチッ
ク商品の売上が好調であったことと、中国の子会社を連結の範囲
に含めたことにより増収となりました。事業全体では増収増益と
なりました。
　この結果、売上高は316億55百万円（前年同期比3.5％増）、
営業利益30億50百万円（前年同期比7.7％増）となりました。

第93期
（前連結会計年度）
（2022年度）

第94期
（当連結会計年度）
（2023年度）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

前年比
（％）

ウ ェ ル ネ ス 事 業 27,058 20.9 26,089 19.2 △3.6

環境ソリューション事業 33,736 26.1 33,475 24.6 △0.8

情 報 電 子 事 業 37,988 29.4 44,934 33.0 18.3

産 業 イ ン フ ラ 事 業 30,581 23.6 31,655 23.2 3.5

合 計 129,364 100.0 136,155 100.0 5.2

事業分野別売上高の推移

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②　設備投資の状況
当連結会計年度において、当社グループが実施した設備投資の総額は73億83百万円で

あり、その主な内容は当社における機械装置を中心とした投資です。

③　資金調達の状況
当連結会計年度における資金調達につきましては、特に記載すべき事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

117,250

第91期

127,819

第92期

129,364

第93期

136,155

第94期

（単位：百万円）売上高

10,708

第91期

11,102

第92期

6,828

第93期

8,910

第94期

（単位：百万円）経常利益

7,278

第91期

7,693

第92期

4,854

第93期

4,532

第94期

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

第91期

117,393

77,941

第92期

127,370

85,221

第93期

128,440

89,281

第94期

141,680

93,642

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

382.43

第91期

403.60

第92期

255.68

第93期

241.43

第94期

（単位：円）１株当たり当期純利益

3,811.40

第91期

4,144.85

第92期

4,362.66

第93期

4,604.79

第94期

（単位：円）１株当たり純資産

期

項目
第　91　期
（2020年度）

第　92　期
（2021年度）

第　93　期
（2022年度）

第　94　期
（当連結会計年度）
（2023年度）

売 上 高 （百万円） 117,250 127,819 129,364 136,155
経 常 利 益 （百万円） 10,708 11,102 6,828 8,910
親会社株主に帰属する
当期純利益　（百万円) 7,278 7,693 4,854 4,532

１株当たり当期純利益(円) 382.43 403.60 255.68 241.43
総 資 産 （百万円） 117,393 127,370 128,440 141,680
純 資 産 （百万円） 77,941 85,221 89,281 93,642
１株当たり純資産額(円） 3,811.40 4,144.85 4,362.66 4,604.79

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容
フ ジ モ リ 産 業 株 式 会 社 303百万円 82.3％ 建材・土木用材の製造、販売

及び化成品の販売
フ ジ モ リ プ ラ ケ ミ カ ル 株 式 会 社 186百万円 100.0％ グラビア印刷及び軟包装材の

製造、販売
ま つ や セ ロ フ ァ ン 株 式 会 社 40百万円 100.0％ 軟包装材の製造、販売
Z A C R O S （ T H A I L A N D ） C O . , L T D . 28百万バーツ 95.0％ 軟包装材の製造、販売
Z A C R O S  A M E R I C A ,  I n c . 70百万USドル 100.0％ 軟包装材の製造、販売
台 湾 賽 諾 世 股 份 有 限 公 司 1,058百万台湾ドル 90.6％ 精密塗加工製品の製造、販売
PT Kingsford Holdings 571,104百万IDR 60.0％ 株式保有
Z A C R O S  ( H O N G  K O N G )  C O . , L T D 6百万HKD 100.0％ 軟包装材及び精密塗加工製品の販売
ZACROS MALAYSIA SDN.BHD 35百万MYR 100.0％ 軟包装材の製造、販売
深セン市 藤深科技材料有限公司 3百万RMB 82.3％ 化成品の販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　当社グループを取り巻く経営環境は、地球規模の気候変動、社会多様化の進展、地政学的リ
スクなどの課題に加え、AIやバイオサイエンスを軸とした科学技術の加速度的な進化により全
産業に及ぶパラダイムの転換期にあると認識しております。

　このような環境下、当社グループは、2030年を目標とする中長期経営計画を策定し、2024
年4月よりスタートしました。中期的には積極的投資により、「ビジネスモデルの進化」「事
業ポートフォリオ変革」を強力に進め、2030年にはROE12%を確保するソリューション創造
企業を目指します。

各事業セグメントにおいては、中長期計画の初年度にあたって、以下課題に注力します。

（ウェルネス事業）
バイオ医薬品等の製造用シングルユースバッグ及び関連製品BioPhaS®（バイファス）は過去
3年間で成長牽引事業になり、販売先増加に伴う三重事業所の生産能力を増強します。医療機
器・細胞培養受託事業は引き続き積極投資を継続し、バイオ関連領域での基盤構築を図りま
す。
・BioPhaS®の生産及び供給体制を強化。サービスの拡充、外部パートナーとの連携強化
・体外診断薬用医療機器の欧州・北米での販売体制の強化
・細胞性医薬製品の開発及び製造受託の早期実績化
・医薬・医療包装材の国内収益力を向上と東南アジアでの生産強化による海外展開を加速

（環境ソリューション事業）
高度な機能性に加え、環境性能という新たな価値を創造し、基盤事業として更なる強化を図り
ます。
・国内包装・容器の環境対応製品のラインアップを強化。外部連携によるリサイクルスキーム
構築、生産DX・品種統合等により収益性向上
・血液検査用需要伸長に伴い、北米・東南アジア・中国・インドでの事業拡大を加速

（情報電子事業）
プロテクトフィルムは業界再編の機をとらえて、積極投資で圧倒的シェアを確保、情報記録用
材は半導体パッケージ基板用層間絶縁材料の増産対応を継続し、中長期の成長牽引を図ってま
いります。
・プロテクトフィルムの業界初3m幅生産設備導入によるシェア拡大
・情報記録用材、半導体パッケージ基板用送還絶縁材料の増産対応継続
・次世代通信、モビリティをターゲットとした電子部材の開発推進
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対処すべき課題

（産業インフラ事業）
都市部の旺盛な建設需要を見込んでおります。製品とシステムを組み合わせたソリューション
提案を強化し、高付加価値な事業への進化を加速してまいります。
・ビル用煙突は保全管理を含むソリューションを提案し継続的な収益を生むビジネスへ転換
・空調用配管は法令に遵守した製品と省力化製品のラインアップを拡充。生産DXで中長期の生
産強化と生産性向上
・トンネル用資材は資材・システムを複合開発継続とDXソリューション提案強化
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

事 業 分 野 主 要 製 品

ウ ェ ル ネ ス 医薬・医療用包装材、バイオ医薬品等製造用シングルユース
バッグ及び関連製品、医療機器及び体外診断薬関連製品

環境ソリューション 粧業包装、つめかえ包装、食品包装、OA機器関連包装、プラス
チック製液体容器（バッグインボックス等）

情 報 電 子 プロテクトフィルム（偏光板用プロテクト等）、情報記録用材
（層間絶縁フィルム等）、剥離フィルム、その他情報関連機器用材

産 業 イ ン フ ラ ビル用煙突、ボイドスラブ、空調用配管、トンネル用資材、プ
ラスチック原料・商品及び関連機械

(5) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
下記製品の製造及び販売

事 業 所 名 所 在 地
本 社 東 京 都 文 京 区
大 阪 支 店 大 阪 市 中 央 区
九 州 営 業 所 福 岡 市 中 央 区
研 究 所 横 浜 市 金 沢 区

(6) 主要な営業所及び工場（2024年３月31日現在）
①　当社の本社、支店、研究所
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

事 業 所 名 所 在 地
横 浜 事 業 所 横 浜 市 金 沢 区
静 岡 事 業 所 静 岡 県 沼 津 市
掛 川 事 業 所 静 岡 県 掛 川 市
名 張 事 業 所 三 重 県 名 張 市
三 重 事 業 所 三 重 県 名 張 市
沼 田 事 業 所 群 馬 県 沼 田 市
昭 和 事 業 所 群 馬 県 利 根 郡 昭 和 村

会 社 名 事 業 所 名 所 在 地
フ ジ モ リ 産 業 ㈱ 本 社 東 京 都 新 宿 区
フ ジ モ リ 産 業 ㈱ 関 東 工 場 茨 城 県 石 岡 市
フ ジ モ リ 産 業 ㈱ 関 西 工 場 奈 良 県 五 條 市
フ ジ モ リ プ ラ ケ ミ カ ル ㈱ 本社・春日井工場 愛知県春日井市
フ ジ モ リ プ ラ ケ ミ カ ル ㈱ 静 岡 工 場 静 岡 県 静 岡 市
ま つ や セ ロ フ ァ ン ㈱ 本 社 ・ 工 場 広島県東広島市
ZACROS(THAILAND)CO.,LTD. 本 社 ・ 工 場 タ イ 国
Z A C R O S  A M E R I C A , I n c . 本 社 ・ 工 場 米 国
台 湾 賽 諾 世 股 份 有 限 公 司 本 社 ・ 工 場 台 湾
P T  K i n g s f o r d  H o l d i n g s 本 社 インドネシア国
ZACROS (HONG KONG) CO.,LTD. 本 社 中 国
ZACROS MALAYSIA SDN.BHD. 本 社 ・ 工 場 マ レ ー シ ア 国
深 セ ン 市  藤 深 科 技 材 料 有 限 公 司 本 社 中 国

②　当社の工場

③　主要な子会社の事業所
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従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
ウ ェ ル ネ ス 事 業 872（169）名 2名減
環境ソリューション事業 600（167）名 8名増
情 報 電 子 事 業 603 （42）名 52名増
産 業 イ ン フ ラ 事 業 207 （30）名 15名増
全 社 382 （79）名 6名増
合 計 2,664（487）名 79名増

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
1,204名 45名増 41.9歳 16.8年

(7) 従業員の状況（2024年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
　　　　  す。
（注）２. 前連結会計年度末比増減については、当連結会計年度からのセグメント区分の変更に伴い、変更後の
　　　　  報告セグメントの区分に基づき算定しております。

②　当社の従業員の状況

（注）　従業員数にはパート及びアルバイトは含んでおりません。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 831百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 252百万円
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 200百万円

(8) 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 45,000,000株
②　発行済株式の総数 19,267,760株

（自己株式 676,693株を含む）
③　単元株式数 100株
④　株主数 3,429名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,745千株 14.8％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 749千株 4.0％
有 限 会 社 キ ャ ド 724千株 3.9％
有 限 会 社 エ ッ チ エ ヌ カ ン パ ニ ー 718千株 3.9％
藤 　 森 　 美 佐 子 578千株 3.1％
ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ
／２S／ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯ
ＵＲＧ　ＦＵＮＤＳ／ＵＣＩＴＳ　ＡＳＳＥＴＳ

562千株 3.0％

藤 森 伸 彦 536千株 2.9％
藤 森 雅 彦 514千株 2.8％
藤 森 行 彦 505千株 2.7％
片 　 岡 　 千 弥 子 480千株 2.6％

役 員 区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数
監査等委員でない取締役（社外取締役を除く） 13,300株 ５名
監 査 等 委 員 で な い 社 外 取 締 役 ０株 ０名
監査等委員である取締役（社外取締役を含む） ０株 ０名

２．会社の現況
(1) 株式の状況（2024年３月31日現在）

⑤　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（676,693株）を控除して計算しております。

⑥　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
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新株予約権等の状況

第１回新株予約権 第２回新株予約権
発 行 決 議 日 2010年 7 月13日 2011年 7 月12日
新 株 予 約 権 の 数 429個 456個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 42,900株
(新株予約権１個につき100株)

普通株式 45,600株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

権 利 行 使 期 間 2010年 7 月31日から
2040年 7 月30日まで

2011年 7 月30日から
2041年 7 月29日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
(監査等委員を除く)

新株予約権の数
248個

目的となる株式数
24,800株

保有者数
３人

新株予約権の数
264個

目的となる株式数
26,400株

保有者数
３人

第３回新株予約権 第４回新株予約権
発 行 決 議 日 2012年 7 月11日 2013年 7 月11日
新 株 予 約 権 の 数 320個 145個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 32,000株
(新株予約権１個につき100株)

普通株式 14,500株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

権 利 行 使 期 間 2012年 8 月 1 日から
2042年 7 月31日まで

2013年 8 月 1 日から
2043年 7 月31日まで

行 使 の 条 件 （注）３ （注）４

役 員 の
保有状況

取 締 役
(監査等委員を除く)

新株予約権の数
230個

目的となる株式数
23,000株

保有者数
３人

新株予約権の数
104個

目的となる株式数
10,400株

保有者数
３人

(2) 新株予約権等の状況
当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
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新株予約権等の状況

第５回新株予約権 第６回新株予約権
発 行 決 議 日 2014年 7 月10日 2015年 7 月 9 日
新 株 予 約 権 の 数 181個 163個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 18,100株
(新株予約権１個につき100株)

普通株式 16,300株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

権 利 行 使 期 間 2014年 8 月 1 日から
2044年 7 月31日まで

2015年 8 月 1 日から
2045年 7 月31日まで

行 使 の 条 件 （注）５ （注）６

役 員 の
保有状況

取 締 役
(監査等委員を除く)

新株予約権の数
118個

目的となる株式数
11,800株

保有者数
３人

新株予約権の数
106個

目的となる株式数
10,600株

保有者数
３人

第７回新株予約権 第８回新株予約権
発 行 決 議 日 2016年 7 月12日 2017年 7 月12日
新 株 予 約 権 の 数 333個 198個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 33,300株
(新株予約権１個につき100株)

普通株式 19,800個
（新株予約権１個につき100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 2016年 7 月30日から
2046年 7 月29日まで

2017年 8 月 1 日から
2047年 7 月31日まで

行 使 の 条 件 （注）７ （注）８

役 員 の
保有状況

取 締 役
(監査等委員を除く)

新株予約権の数
216個

目的となる株式数
21,600株

保有者数
３人

新株予約権の数
118個

目的となる株式数
11,800株

保有者数
３人
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新株予約権等の状況

第９回新株予約権 第10回新株予約権
発 行 決 議 日 2018年 7 月12日 2019年 7 月11日
新 株 予 約 権 の 数 185個 219個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 18,500株
(新株予約権１個につき100株)

普通株式 21,900株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

権 利 行 使 期 間 2018年 8 月 1 日から
2048年 7 月31日まで

2019年 8 月 1 日から
2049年 7 月31日まで

行 使 の 条 件 （注）９ （注）10

役 員 の
保有状況

取 締 役
(監査等委員を除く)

新株予約権の数
109個

目的となる株式数
10,900株

保有者数
３人

新株予約権の数
126個

目的となる株式数
12,600株

保有者数
３人

第11回新株予約権
発 行 決 議 日 2020年 7 月14日
新 株 予 約 権 の 数 176個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 17,600株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　1円）

権 利 行 使 期 間 2020年 8 月 1 日から
2050年 7 月31日まで

行 使 の 条 件 （注）11

役 員 の
保有状況

取 締 役
(監査等委員を除く)

新株予約権の数
101個

目的となる株式数
10,100株

保有者数
３人
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新株予約権等の状況

（注）１．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2039年７月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2039年７月31日から2040年７月30日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

２．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2040年７月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2040年７月30日から2041年７月29日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

３．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2041年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2041年８月１日から2042年７月31日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

４．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2042年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2042年８月１日から2043年７月31日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

５．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2043年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2043年８月１日から2044年７月31日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

６．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2044年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2044年８月１日から2045年７月31日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。
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新株予約権等の状況

７．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2045年７月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2045年７月30日から2046年７月29日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

８．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2046年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2046年８月１日から2047年７月31日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

９．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2047年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2047年８月１日から2048年７月31日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

10．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2048年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2048年８月１日から2049年７月31日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

11．イ. 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限る。
ロ. 上記イに拘わらず、新株予約権者が2049年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、2049年８月１日から2050年７月31日までの期間に新株予約権を行使できる。
ハ. 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定める行使条件に従い相続人がこれを行

使することができる。
ニ. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、これを行使することはできない。

なお、いずれの新株予約権についても、社外取締役及び監査等委員である取締役の保有分は
ありません。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 会 長 藤 森 明 彦
代 表 取 締 役 副 会 長 藤 森 伸 彦
代 表 取 締 役 社 長 布 山 英 士
取締役上席執行役員 佐 藤 道 彦 管理部門管掌
取締役専務執行役員 下 田 　 拓 社長室長
取 締 役 久 下 典 宏 フジモリ産業㈱代表取締役社長
取締役（監査等委員） 坂 井 　 学
取締役（監査等委員） 張 　 秋 華 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授

取締役（監査等委員） 竹 内 さ と 子
㈱フォアサイト・アンド・カンパニー取締役
（一社）問題解決力検定協会理事
ビジネス・ブレークスルー大学准教授

(3) 会社役員の状況
①　取締役の状況（2024年３月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）坂井学氏、張秋華氏及び竹内さと子氏は、社外取締役であります。
２. 取締役（監査等委員）坂井学氏、張秋華氏及び竹内さと子氏は、以下のとおり、財務及び会計に
　　関する相当程度の知見を有しております。
　　・坂井学氏は、研究開発及び会社経営における長年の経験と見識を有しております。
　　・張秋華氏は、国際的金融業界の経験者として培われた高度な専門的知識を有しております。
　　・竹内さと子氏は、コンサルタント業務における長年の経験と見識を有しております。
３. 当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必
ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員の選定をしておりません。なお、本
株主総会で選任された場合には、藤森伸彦氏が常勤の監査等委員に就任する予定です。

４. 当社は、取締役（監査等委員）坂井学氏、張秋華氏及び竹内さと子氏を東京証券取引所の定めに
　　基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　責任限定契約の概要
当社と取締役（監査等委員）坂井学氏、張秋華氏及び竹内さと子氏は、会社法第427条
第１項及び当社定款第31条の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定
する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める
最低責任限度額としております。
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③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
イ．被保険者の範囲
当社及び当社が過半の株式を保有する関係会社の役員（取締役、監査等委員である取
締役、監査役等及び契約後に就任したものを含みます）

ロ．被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は全額会社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。

ハ．補填の対象となる保険事故の概要
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及にかかる請求
をうけることによって生じる事のある損害について補填するものであります。

ニ．役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
被保険者の法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由
があります。

④　取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議してお
ります。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬
等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること
や、役員の報酬規程等に基づいていることを確認しており、当該決定方針に沿うもの
であると判断しております。

【基本方針】
1）企業理念の実現に向けた持続的な企業価値向上へのインセンティブの高い報酬体系と
する。

2）業績及び中長期的な企業価値と連動する報酬とし株主との価値共有を図る。
3）各取締役の役割や責任を踏まえた適正な報酬水準で「透明性」と「公正性」「合理
性」の高い報酬体系とする。

【報酬についての考え方】
1）業務を執行する取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬「月額報酬」、短期業績連
動報酬である「賞与」と中長期的なインセンティブとしての株式報酬である「譲渡制
限付株式報酬」で構成し会社業績並びに職責や成果を反映した報酬体系とします。
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2）社外取締役及び非常勤取締役、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基
本報酬「月額報酬」のみで構成します。

3）報酬額は株主総会にて決議された報酬限度額範囲内とします。
4）報酬水準は、同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業のベンチマークを
踏まえ、当社業績等を反映し役位役割に応じた報酬を外部専門機関の調査、助言をも
とに監査等委員である取締役と検討し取締役会で決定します。監査等委員である取締
役の報酬については監査等委員会にて検討し決定します。

5）報酬制度設計は、事業規模や環境変化、当社業績等を反映した役位役割に応じた役員
の報酬を外部専門機関の調査、助言や監査等委員である取締役との検討を行い、役員
報酬規程等を取締役会にて決議して定めます。

ａ．基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬にて監督報酬と執行報酬に区分して役位役割に
応じ、当社の事業規模、経営環境等から適正な水準を設定します。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針
賞与は、業績目標（KPI）及び企業価値・株主価値向上に対する項目を反映した算定
基準に基づき目標達成度を指標として金額を算定します。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針
中長期業績連動報酬（株式報酬）として、経営計画の達成度や企業価値の向上に資す
ることを目的として、業務を執行する取締役に対し、譲渡制限付株式の付与を取締役
会にて決議し決定します。任期満了前の退任等の合理的理由がある場合を除き、制限
未解除の本割当株式は会社が無償で取得します。

ｄ．報酬等の決定の委任に関する事項
ⅰ. 代表取締役社長は、役員の報酬規程等に基づき各取締役の基本報酬の額及び評価

等についての委任をうけ、各取締役の担当事業等の業績等を踏まえた賞与の評価
配分を決定します。

ⅱ. 取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、役員の
報酬規程等の審議を行い、上記の委任をうけた代表取締役社長は，当該規程の内
容に従って決定します。なお、株式報酬は、法令、株主総会での決議に基づき、
取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
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役 員 区 分 支 給
人 員

報酬等の総額
( 百 万 円 )

報 酬 等 の種類別の総額 ( 百 万 円 )

基 本 報 酬 業績連動報
酬 等

非 金 銭
報 酬 等

退 職
慰 労 金

取締役(監査等委員を除く)
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

8名
（-）

250
（-）

156
（-）

46
（-）

46
（-）

-
(-)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

4名
（4）

21
（21）

21
（21）

-
（-）

-
（-）

-
(-)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

12名
（4）

272
（21）

178
（21）

46
（-）

46
（-）

-
(-)

ロ．取締役の報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 業績連動報酬等にかかる業績指標は連結ベースの売上高、営業利益等で、その実績は連結計算書類に
記載のとおりであります。当該指標を選択した理由は成長軸の強化、積極的な投資の促進、並びに利
益確保の点からであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に対して業績連動支給率を乗じ
たもので算定されております。

３. 非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式報酬であり、割り当ての際の条件等は、「イ．役員報酬
等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。

４. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額（基本報酬及び業績連動報酬等）は、2016
年６月17日開催の第86回定時株主総会において、年額400百万円以内（ただし、使用人分給与を含
まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名（うち、社外取
締役は３名）です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年６月18日開催の第91回定時株主総会において、株式報酬の額
として年額100百万円以内、株式数の上限を年60,000株以内（社外取締役及び非常勤取締役は付与
対象外）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役及び非常勤取締役
を除く）の員数は７名です。

５. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月17日開催の第86回定時株主総会において、年
額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員
数は３名です。

６. 取締役会は、代表取締役社長に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部
門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績
等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断した
ためであります。なお、役員の報酬規程等を取締役会にて審議を行い定めており、委任された内容の
決定にあたっては、代表取締役社長が当該規程に従い決定していることを取締役会にて確認しており
ます。
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出席状況 発言状況及び、社外取締役に期待される
役割に関して行った職務の概要取締役会

（全15回）
監査等委員会
（全15回）

取締役（監査等委員）
坂 井 　 学

1 0 0%
(15回)

1 0 0%
(15回)

研究開発及び企業経営における長年の経験と
幅広い見識に基づき、取締役会においてその
意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・提言を行っており、監査等委員会にお
いても、監査の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。

取締役（監査等委員）
張 　 秋 華

1 0 0%
(15回)

1 0 0%
(15回)

国際的金融業界の経験で培われた経験と幅広
い見識に基づき意見を述べるなど、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の助言・提言を行っており、監査等委員会に
おいても、監査の妥当性・適正性を確保する
ための発言を行っております。

取締役（監査等委員）
竹 内 さ と 子

1 0 0%
(11回)

1 0 0%
(11回)

コンサルタント業務における豊富な経験と幅
広い見識に基づき意見を述べるなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言を行っており、監査等委員会
においても、監査の妥当性・適正性を確保す
るための発言を行っております。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
社外取締役竹内さと子氏は株式会社フォアサイト・アンド・カンパニーの取締役でありま
す。
株式会社フォアサイト・アンド・カンパニーと当社の間には特別な関係はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

（注）取締役（監査等委員）竹内さと子氏は、2023年6月20日開催の第93回定時株主総会で選任さ
れたため、取締役会及び監査等委員会の開催回数が他の取締役（監査等委員）と異なります。なお、
同氏の就任後の取締役会の開催回数は11回、監査等委員会の開催回数は11回であります。
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①　名称 EY新日本有限責任監査法人

支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 41百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 41百万円

(4) 会計監査人の状況

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の
額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意
の判断をいたしました。

３. 当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人
（外国におけるこの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

４. 上記の他、前事業年度の監査に係る追加報酬２百万円を支払っております。

③　非監査業務の内容
該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会
が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任し
た旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元と株主資本利益率の向上を最重要課題の一つと位置付け
ております。利益の配分については、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本とし、業績
の親展状況に応じて、配当性向・株主資本配当率等を勘案して実行してまいります。
2024年度～2026年度においては、配当性向40%以上を目安に安定的かつ継続的な配当
を行います。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

92,885
15,516
6,414
33,971
587

16,596
7,920
2,136
5,264
4,584
△106

48,795
43,158
17,961
10,381
993
8,718
3,738
1,363

800
162
637

4,836
2,502
1,494
852
△13　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 40,781
支払手形及び買掛金 26,311
短 期 借 入 金 1,579
未 払 金 4,618
未 払 法 人 税 等 1,813
契 約 負 債 381
賞 与 引 当 金 1,683
役 員 賞 与 引 当 金 119
偶 発 損 失 引 当 金 2,198
そ の 他 2,075

固 定 負 債 7,257
長 期 借 入 金 75
繰 延 税 金 負 債 55
退職給付に係る負債 4,956
役員退職慰労引当金 592
そ の 他 1,577

負 債 合 計 48,038
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 81,161
資 本 金 6,600
資 本 剰 余 金 6,515
利 益 剰 余 金 70,265
自 己 株 式 △2,220

その他の包括利益累計額 4,446
その他有価証券評価差額金 827
為 替 換 算 調 整 勘 定 3,557
退職給付に係る調整累計額 62

新 株 予 約 権 351
非 支 配 株 主 持 分 7,682

純 資 産 合 計 93,642
資 産 合 計 141,680 負 債 純 資 産 合 計 141,680

（2024年3月31日現在）
（単位：百万円）
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連結損益計算書

連結損益計算書
（自　2023年 4 月 1 日

至　2024年 3 月31日）
科 目 金 額

売 上 高 136,155
売 上 原 価 106,410
売 上 総 利 益 29,744

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,400
営 業 利 益 8,344

営 業 外 収 益
受 取 利 息 170
受 取 配 当 金 75
そ の 他 432 678

営 業 外 費 用
支 払 利 息 73
そ の 他 39 112
経 常 利 益 8,910

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 21
投 資 有 価 証 券 売 却 益 911 933

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 10
固 定 資 産 除 却 損 49
減 損 損 失 216
投 資 有 価 証 券 評 価 損 145
偶 発 損 失 引 当 金 繰 入 額 2,198 2,619
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 7,223
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,666
法 人 税 等 調 整 額 △548 2,118
当 期 純 利 益 5,104
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 572
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,532

（単位：百万円）
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
未 収 消 費 税 等
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

61,453
3,728
3,139
27,008
16,596
3,986
1,757
2,704
60
343
13
464
1,192
458

40,234
27,229
11,877
111
6,018
40
747
5,018
3,228
188
261
253
7

12,743
2,152
9,208
997
384　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 30,203
支 払 手 形 808
買 掛 金 21,400
１年内返済長期借入金 700
リ ー ス 債 務 20
未 払 金 3,656
未 払 費 用 760
未 払 法 人 税 等 1,166
前 受 金 99
預 り 金 125
賞 与 引 当 金 1,294
役 員 賞 与 引 当 金 46
そ の 他 126

固 定 負 債 3,988
リ ー ス 債 務 215
退 職 給 付 引 当 金 3,384
役員退職慰労引当金 241
資 産 除 去 債 務 89
そ の 他 57

負 債 合 計 34,192
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 66,412
資 本 金 6,600
資 本 剰 余 金 7,695
資 本 準 備 金 7,654
そ の 他 資 本 剰 余 金 40

利 益 剰 余 金 54,336
利 益 準 備 金 477
そ の 他 利 益 剰 余 金 53,858
土 地 圧 縮 積 立 金 908
固定資産圧縮積立金 549
別 途 積 立 金 11,310
繰 越 利 益 剰 余 金 41,090

自 己 株 式 △2,220
評 価 ・ 換 算 差 額 等 732
その他有価証券評価差額金 732

新 株 予 約 権 351
純 資 産 合 計 67,495

資 産 合 計 101,687 負 債 純 資 産 合 計 101,687

（2024年３月31日現在）
（単位：百万円）

－ 41 －



2024/05/24 18:52:11 / 23071481_藤森工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

損益計算書

損 益 計 算 書

（自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 3 月31日）

科 目 金 額
売 上 高 83,128
売 上 原 価 65,943
売 上 総 利 益 17,184

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,731
営 業 利 益 3,453

営 業 外 収 益
受 取 利 息 35
受 取 配 当 金 617
そ の 他 253 905

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2
そ の 他 80 83
経 常 利 益 4,275

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 10
投 資 有 価 証 券 売 却 益 911 921

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 40
投 資 有 価 証 券 評 価 損 145 186
税 引 前 当 期 純 利 益 5,011
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,344
法 人 税 等 調 整 額 △242 1,101
当 期 純 利 益 3,909

（単位：百万円）
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連結会計監査報告

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 葛 貫 誠 司
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 島 藤 章 太 郎

独立監査人の監査報告書
2024年５月17日

藤 森 工 業 株 式 会 社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、藤森工業株式会社の2023年４月１日から2024年３月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
藤森工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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個別会計監査報告

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 葛 貫 誠 司
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 島 藤 章 太 郎

独立監査人の監査報告書
2024年５月17日

藤 森 工 業 株 式 会 社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、藤森工業株式会社の2023年４月１日から2024年
３月31日までの第94期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当
該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第94期事業年度における取締役の職務
の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会

議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員長 坂 井 　 学 ㊞
監 査 等 委 員 張 　 秋 華 ㊞
監 査 等 委 員 竹 内 　 さ と 子 ㊞

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月22日
藤 森 工 業 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

（注）監査等委員長 坂井　学及び監査等委員　張　秋華、竹内　さと子は、会社法第２条第15号及び第331
条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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地図
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表紙

藤森工業株式会社

業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

連結株主資本等変動計算書
連　結　注　記　表
株主資本等変動計算書
個　別　注　記　表

（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制そ

の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整
備」を以下のとおり定め、かかる体制の下で会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリ
スクの管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて不断の見直しを行
い、その改善・充実を図っております。

①　取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、コンプライアンス体制の基礎として、企業行動憲章及びコンプライアンス

基本規程を定め、これを周知・徹底するとともに、取締役は法令及び倫理規範の遵
守を率先垂範する。また、社長を委員長とし、原則として社外弁護士も参加する
「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整
備、維持、モニタリング及び改善を図ることとする。なお、必要に応じて各担当部
署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。

(2) 当社は、内部監査部門として他の執行部門から独立した監査室を置く。
(3) 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事

態・事実を発見した場合には直ちに社長並びに監査等委員会に報告するものとす
る。

(4) 当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事項についての社内報告体制
として、監査等委員会、社外弁護士、総務部長を直接の情報受領者とする社内通報
システムを整備し、社内通報規程に基づきコンプライアンス・リスク管理委員会に
て対応及びその運用と再発防止対策の整備を行うこととする。

(5) 監査等委員会は、当社の法令遵守体制及び社内通報システムの運用に問題があると
きは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その保存

媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理全体を統括する組織として社長を

委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設ける。有事においては、社
長を本部長とする「危機管理対策本部」（災害時においては災害対策本部）を設置し
「危機管理規程」及び「防災規程」に基づき損害を最小限に止め、事業継続及び早期復
旧への態勢を整える。なお、平時においては、事業部・各部門が中心に、その有するリ
スクの洗い出しを行い、そのリスクの予防・軽減活動等に取り組むこととする。
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業務の適正を確保するための体制

④　取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役（監査等委員であるものを除く）の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定時に開催するほか、
必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる
重要事項については、事前に取締役（監査等委員であるものを除く）・執行役員で
構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとす
る。

(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、
それぞれの責任者及びその職務権限、執行手続の詳細について定めることとする。

⑤　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループは、「コンプライアンス・リスク管理委員会」がグループ全体のコン

プライアンス及びリスク管理を統括・推進する体制とし、グループ全体のコンプラ
イアンス及びリスク管理体制の整備及び維持を図ることとする。
グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する
「藤森工業グループ企業行動憲章」を定め、これを基礎として、グループ各社で諸
規程を定めるものとする。

(2) 経営管理については、関係会社管理規程に従い、当社への決裁・報告制度による子
会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。当
社取締役・使用人、グループ会社取締役・使用人は、グループ会社において法令違
反その他コンプライアンスに関する重要な事態・事実を発見した場合には、監査等
委員会に報告するものとする。

(3) グループ会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コン
プライアンス上問題があると認めた場合には、当社の監査等委員会に報告するもの
とし、監査等委員会は意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができるも
のとする。
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業務の適正を確保するための体制

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締
役及び使用人の他の取締役（監査等委員であるものを除く）からの独立性に関
する事項と当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保
に関する事項
　監査等委員会は必要に応じて、監査等委員会の業務補助のため監査スタッフを置くこと
ができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に
関して、取締役（監査等委員であるものを除く）等の指揮命令を受けないものとする。

⑦　取締役（監査等委員であるものを除く）及び使用人が監査等委員会に報告を
するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
　会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、法令に従い、
直ちに監査等委員会に報告する。また、監査等委員である取締役（もしくは監査等委員会
から命を受けた監査スタッフ）は、取締役会の他、重要な会議に出席するとともに、稟議
書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、また必要に応じて取締役又は使用人に説
明を求めることができることとする。なお、使用人は会社に著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事項及び法令・定款違反に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報
告するものとする。

⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査等委員会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。

⑨　財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の４の４第１項に規定する内部統制
報告書の有効かつ適切な提出のため、社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備
し、運用する体制を構築するものとする。

⑩　反社会的勢力に対する体制
　当社は反社会的勢力を排除することを目的に、藤森工業グループ企業行動憲章に「市
民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、
また、これらから圧力を受けた場合は、毅然とした対応をとること」と定めており、反
社会的勢力による不当な行為に対しては、所轄警察署、顧問弁護士等の外部専門機関と
連携して対応するものとする。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
＜内部統制システム全般＞
当社及びグループ会社の内部統制システムの整備・運用状況について、監査等委員会及び
監査室が中心に連携して年間の内部監査計画に基づき業務執行が適正かつ効率的に行われて
いるかを監査しております。また、財務報告に係る内部統制については金融商品取引法に基
づく内部統制の有効性の確認を実施しております。
＜業務執行体制＞
取締役や職務の執行につきましては、取締役会規程に基づき取締役会を月１回開催し、必
要に応じ適宜開催した結果、当期は15回開催しております。
このほかに、法令及び定款に定められた事項や、経営に関する重要事項の決定、業務執行
状況の報告及び監督を行っております。
また、今期は情報交換会、定例会を開催し、中期並びに年度の経営計画や経営指標などの
情報共有とともに、執行状況の確認を行っております。
＜監査体制＞
当社の監査等委員会は、監査等委員会規程に基づき監査等委員会を月１回開催するほか、
必要に応じて適宜開催した結果、当期は15回開催しております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で定めた監査等委員会規程及び監査等委員会監
査等基準による監査等規程及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施規程に従
い、代表取締役等と意見交換を定期的に開催、取締役会その他重要な会議の出席を行うとと
もに、会計監査人や監査室との連携に努め、監査室では、グループ会社を含む所管部署に対
し監査を実施し監査情報の報告を行うなど監査の実効性の向上を図っております。
＜コンプライアンス体制＞
当社は、適宜コンプライアンスについての研修ツールを全員に配布し、職場単位での実施
とともにコンプライアンスに対する意識啓発を行っております。
また、社内の内部通報窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に反するとの懸念があると
きには通報できる体制を取っており、関連会社も含めた対応を行っております。
＜リスク管理体制＞
グループ会社も含め、各所管部門におけるリスクを抽出し四半期毎に部門報告とともに半
期毎のモニタリングを実施しております。これらの活動内容についてはコンプライアンス・
リスク管理委員会から取締役会への報告を行っております。
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連結株主資本等変動計算書
（自　2023年 4 月 1 日

至　2024年 3 月31日）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 6,600 6,498 66,780 △1,335 78,544
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,581 △1,581
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,532 4,532
自 己 株 式 の 取 得 △974 △974
譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 10 51 61
ストック・オプションの行使 △2 37 35
非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 9 9
連 結 範 囲 の 変 動 533 533
株主資本以外の項目の連
結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

( 純 額 )
連結会計年度中の変動額合計 － 17 3,484 △885 2,616
当 期 末 残 高 6,600 6,515 70,265 △2,220 81,161

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 非支配株主持

分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,197 2,269 53 3,520 386 6,829 89,281
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,581
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,532
自 己 株 式 の 取 得 △974
譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 61
ストック・オプションの行使 △35 0
非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 9
連 結 範 囲 の 変 動 533
株主資本以外の項目の連
結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

( 純 額 )
△370 1,287 9 926 － 852 1,779

連結会計年度中の変動額合計 △370 1,287 9 926 △35 852 4,361
当 期 末 残 高 827 3,557 62 4,446 351 7,682 93,642

（単位：百万円）
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　14社

国内連結子会社
フジモリ産業（株）、フジモリプラケミカル（株）、まつやセロファン（株）

在外連結子会社
ZACROS (THAILAND) CO.,LTD.、台湾賽諾世股份有限公司、ZACROS AMERICA,Inc.、PT 
Kingsford Holdings、PT Champion Pacific Indonesia Tbk、PT Avesta Continental Pack、
PT Indogravure、ZACROS （HONG　KONG) CO.,LTD.、賽諾世貿易（深セン）有限公司、
ZACROS MALAYSIA SDN.BHD.、深セン市　藤深科技材料有限公司

このうち、ZACROS MALAYSIA SDN.BHD.及び深セン市 藤深科技材料有限公司（FS China 
Co.,Ltd.）につきましては、今後、アジア・中国市場の戦略上の拠点として重要性が高まることから、
当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

(2) 国内非連結子会社　1社
FPC準備株式会社

(3) 連結の範囲から除いた理由
国内非連結子会社 FPC準備株式会社については、吸収分割・株式譲渡を目的とした受け皿会社であ

り、事業活動を行なっておらず、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除い
ております。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社

該当する会社はありません。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

国内非連結子会社
FPC準備株式会社

(3) 持分法を適用しない理由
国内非連結子会社 FPC準備株式会社については、吸収分割・株式譲渡を目的とした受け皿会社であ

り、事業活動を行なっておらず、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法を適用せず原
価法により評価しております。

３．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
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市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

②　デリバティブ
時価法

③　棚卸資産
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によ
り算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、当社沼田事業所の建物（附属設備を除く）及び国内において
1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物、一部の在外連結子会社については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。
建物及び構築物　　　　　３～50年
機械装置及び運搬具　　　４～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（３～５年）に基づいております。
③　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
③　役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
④　役員退職慰労引当金

役員の退職金支給に備えるため、内規に基づき計算した期末要支給額を計上しております。
なお当社は、2010年７月からの株式報酬型ストック・オプション制度導入に伴い、役員退職慰労金

制度を廃止しておりますが、制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金相当額を計上しておりま
す。

⑤　 偶発損失引当金
顧客から補償請求の意思表示を受けたことに伴い、当該請求の支払に備えるため、顧客からの提示額

に基づき計上しております。なお、顧客との交渉を継続してまいります。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５～８

年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５～８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し
ております。

③　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
④　小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①　商品及び製品の販売

ウェルネス事業及び環境ソリューション事業並びに情報電子事業、産業インフラ事業の一部における
商品及び製品の販売については、主に商品及び製品を引渡した時点で、顧客に商品及び製品の所有に伴
う重大なリスク及び経済価値が移転し、支払を受ける権利が確定するため、その時点で収益を認識して
おりますが、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項の要件を満たすものについては、出荷時に
収益を認識しております。また、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基
づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。

②　工事契約
産業インフラ事業の一部においては、工事請負契約に基づく取引を行っております。これらのサービ

スの提供は、(a) 顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受する、(b) 顧客と
の契約における義務を履行することにより、資産が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産が生じる
又は当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配する、又は(c) 当社グループの履行が
他の用途に転用できる資産を創出せず、完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有してい
る場合のいずれかに該当するため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務
の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、引き渡し
単位数等に合わせたアウトプット法により行っております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
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　　有形固定資産の減価償却累計額 96,419百万円

（単位：百万円）
地域 主な用途 種類 減損損失

愛知県春日井市 事業用資産
建物及び構築物

機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品

216

（単位：百万円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じる収益 136,155
その他の収益 －

（連結貸借対照表に関する注記）

（連結損益計算書に関する注記）
１．減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社グループは、原則として事業用資産については事業部を基準としてグルーピングを行っております。
また、事業撤退等の意思決定を行っている資産、遊休資産及び賃貸用資産については個別にグルーピングを
行っております。
　当連結会計年度において、当社のグループ企業であるフジモリプラケミカル株式会社春日井工場の食品包
装事業の事業用資産について、帳簿価額を譲渡交渉における正味売却価格まで減額し減損損失（216百万
円）として特別損失に計上しております。

２.偶発損失引当金繰入額
　タイ子会社において製造した医薬・医療用包装材の不具合を指摘され、顧客から補償請求の意思表示を受
けましたので、これに伴い、当連結会計年度で21億98百万円の偶発損失引当金繰入額を計上しておりま
す。
　なお、顧客との交渉を継続してまいります。

３．顧客との契約から生じる収益
売上高のうち、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益の金額はそれぞれ次のとおりでありま

す。
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普通株式 19,267,760株

決 議 株式の種類 配 当 金 の 総 額 １ 株 当 た
り 配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年 6 月20日
定 時 株 主 総 会 普通株式 790百万円 42.00円 2023年 3 月31日 2023年 6 月21日

2023年11 月８日
取 締 役 会 普通株式 791百万円 42.00円 2023年 9 月30日 2023年 11月27日

決 議 予 定 株 式 の
種 類 配当の原資 配当金の総額 １ 株 当 た

り 配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年 6 月20日
定 時 株 主 総 会

普 通
株 式 利益剰余金 780百万円 42.00円 2024年 3 月31日 2024年 6 月21日

普通株式 174,000株

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

２. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
次のとおり、決議を予定しております。

３. 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
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（単位：百万円）

区 分 連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 時 価 差 額

(1) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 12,858 12,858 －

(2) 長期借入金（＊１） 875 874 △0
(3) デリバティブ取引（＊２） △16 △16 －

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については事業環境や市場の
状況に応じて銀行借入及び増資等の最適な方法により調達する方針です。なお、デリバティブは、後述する
リスクを回避するために利用しており、投機的取引は行わない方針です。

営業債権である受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、グループ各社の管理規程に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制とすること
でリスク低減を図っております。

有価証券及び投資有価証券については、主に短期社債の債券等並びに業務上の関係を有する企業の株式で
あり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して継続的に保有状
況の見直しを行っております。

借入金は主に設備投資に関わる資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後2年以内であ
ります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されており、必要に応じて当該リスクをヘッジするためのデ
リバティブ取引（金利スワップ取引）を行うことがあります。

デリバティブ取引は、一部外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした
為替予約取引等であり、取引先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと
認識しており、取引権限及び取引限度額等を定めた当社グループ各社の社内ルールに従い、担当部門が決裁
担当者の承認を得て行っております。

２．金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額255百万円）は、「その他有価証券」には含め
ておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、及び短
期借入金並びにその他有価証券のうち合同運用信託については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しております。

（＊１）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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（単位：百万円）

区分
時価

レベル1 レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券

株式 2,262 － － 2,262
コマーシャル・ペーパー － 8,496 － 8,496

資産計 2,262 8,496 － 10,758
デリバティブ取引

通貨関連 － △16 － △16
負債計 － △16 － △16

（単位：百万円）

区分
時価

レベル1 レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券

社債 － 2,100 － 2,100
資産計 － 2,100 － 2,100

長期借入金 － 874 － 874
負債計 － 874 － 874

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
コマーシャル・ペーパー及び投資信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。
デリバティブ取引

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。
長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を
基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：百万円）
報告セグメント

ウェルネス 環境ソリュ
ーション 情報電子 産業インフラ 計

医薬・医療関連 23,405 － － － 23,405
バイオ関連 2,684 － － － 2,684
生活包装及び産業包装関連 － 24,287 － － 24,287
容器 － 9,187 － － 9,187
ディスプレイ関連 － － 35,078 － 35,078
電子部材関連他 － － 9,855 － 9,855
建築資材関連 － － － 15,833 15,833
土木資材関連 － － － 5,164 5,164
化成品 － － － 10,657 10,657

顧客との契約から生じる収益 26,089 33,475 44,934 31,655 136,155
その他の収益 － － － － －
外部顧客への売上高 26,089 33,475 44,934 31,655 136,155

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
契約及び履行義務
一部の取引については、主たる責任・在庫リスク・価格裁量権等の指標を考慮し、他の当事者より商品が

提供されるように手配することが当社の履行義務であり、代理人として取引を行っていると判断しておりま
す。代理人として取引を行っていると判断した場合は、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除し
た純額で収益を認識しております。

返品及び返金の義務並びにその他の類似の義務に重要なものはなく、製品保証は、いずれの事業において
も、販売時に存在していた欠陥を修理する以上のサービスを提供する等のサービス型の製品保証は提供して
いないため、製品保証を独立した履行義務として区別しておりません。

取引価格の算定
取引の対価は、顧客との契約に従っており、変動対価は含まれておりません。なお、履行義務を充足して

から主として１年以内に対価を受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
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（単位：百万円）

区分 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 32,723
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 40,385
契約資産（期首残高） 1,293
契約資産（期末残高） 587
契約負債（期首残高） 340
契約負債（期末残高） 381

（単位：百万円）

区分 当連結会計年度

１年以内 695
１年超２年以内 1
総額 697

１．１株当たり純資産額 4,604円79銭
２．１株当たり当期純利益 241円43銭

履行義務への配分額の算定
複数の履行義務を含む重要な契約はなく、履行義務への配分額の算定は行っておりません。
履行義務の充足時点
履行義務の充足時点に関する情報は、「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注

記等）　３．会計方針に関する事項　（５）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、産業インフラ事業における一部の建築・土木関連の工事請負契約において、工事の進捗に
応じて認識したものであり、対価に対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられます。契約負
債は財又はサービスを顧客に移転する前に、顧客から対価を受け取っている又は対価の支払期限が到来し
ているものであります。

当連結会計年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、340百万
円であります。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識
した収益の額に重要性はありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりです。

（１株当たり情報に関する注記）
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株主資本等変動計算書

（自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 3 月31日）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計

土 地
圧 縮
積 立 金

固 定 資 産
圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越
利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 6,600 7,654 32 7,687 477 908 556 11,310 38,754 52,007
事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の積立て 29 △29 －
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △36 36 －
剰 余 金 の 配 当 △1,581 △1,581
当 期 純 利 益 3,909 3,909
自 己 株 式 の 取 得
譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 10 10
ストック・オプションの行使 △2 △2
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 8 8 － － △7 － 2,335 2,328
当 期 末 残 高 6,600 7,654 40 7,695 477 908 549 11,310 41,090 54,336

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 　 　 計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額 等 合 計

当 期 首 残 高 △1,335 64,960 1,174 1,174 386 66,522
事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の積立て －
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 － －
剰 余 金 の 配 当 △1,581 △1,581
当 期 純 利 益 3,909 3,909
自 己 株 式 の 取 得 △974 △974 △974
譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 51 61 61
ストック・オプションの行使 37 35 △35 0
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △442 △442 － △442

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △885 1,451 △442 △442 △35 973
当 期 末 残 高 △2,220 66,412 732 732 351 67,495

（単位：百万円）
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
(2) デリバティブ

時価法
(3) 棚卸資産

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により
算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、沼田事業所の建物（附属設備を除く）及び1998年４月１日以降に
取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。
建　　　　物　　　３～50年
機械及び装置　　　４～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。
(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 73,204百万円

ZACROS MALAYSIA SDN.BHD.
ZACORS AMERICA,Inc.

242百万円
1,004

短期金銭債権 6,445百万円
短期金銭債務 1,367

売上高 20,410百万円
仕入高 5,642
販売費及び一般管理費 657
営業取引以外の取引高 583
有償支給高 20

(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。
①　退職給付見込み額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法に
より費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職金支給に備えるため、内規に基づき計算した期末要支給額を計上しております。
なお当社は、2010年７月からの株式報酬型ストック・オプション制度導入に伴い、役員退職慰労金制

度を廃止しておりますが、制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金相当額を計上しております。
4．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　商品及び製品の販売

ウェルネス事業及び環境ソリューション事業並びに情報電子事業における商品及び製品の販売について
は、主に商品及び製品を引渡した時点で、顧客に商品及び製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が
移転し、支払を受ける権利が確定するため、その時点で収益を認識しておりますが、収益認識に関する会
計基準の適用指針第98項の要件を満たすものについては、出荷時に収益を認識しております。また、輸
出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に
収益を認識しております。

（貸借対照表に関する注記）

２．保証債務
　以下の関係会社の金融機関からの借入債務等に対し債務保証を行っています。

３．関係会社に対する金銭債権、債務

（損益計算書に関する注記）
　　関係会社との取引高
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株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首
株 式 数 （ 千 株 ）

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数 （ 千 株 ）

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数 （ 千 株 ）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （ 千 株 ）

普 通 株 式 457 250 30 676

賞与引当金 396百万円
退職給付引当金 1,036
関係会社株式評価損 2,807
新株予約権 107
未払事業税 97
役員退職慰労引当金 74
その他 465
繰延税金資産小計 4,984百万円
評価性引当額 △3,020
繰延税金資産合計 1,963百万円

固定資産圧縮積立金等 △643百万円
その他有価証券評価差額金 △322
繰延税金負債合計 △966百万円
繰延税金資産の純額 997百万円

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
割合（％）

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

(百万円) 科 目 期 末 残 高
(百万円)

連　結
子会社

フジモリプラケミ
カ ル 株 式 会 社

直接
100.0

製 品 の 販 売
製 品 の 仕 入

製 品 の 仕 入
（注）  3,029 買 掛 金  1,027

台 湾 賽 諾 世 股 份
有 限 公 司

直接
90.6

製 品 の 販 売
製 品 の 仕 入

製 品 の 販 売
（注）  5,185 売 掛 金  2,206

ZACROS(HONG 
K O N G )　
C O . , L T D .

直接
100.0 製 品 の 販 売 製 品 の 販 売

（注）  12,019 売 掛 金  3,285

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加250千株は、2023年11月8日開催の取締役会決議による買付け250
千株による増加と端株買取０千株による増加であります。また、普通株式の自己株式の株式数の減少30
千株は、ストック・オプションの行使12千株と、譲渡制限付き株式報酬割当の割当17千株による減少で
あります。

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社

（注）価格その他の取引条件は、市場価格を勘案し、一般的な取引条件と同様に決定しております。
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１．１株当たり純資産額 3,611円64銭
２．１株当たり当期純利益 208円26銭

（収益認識に関する注記）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に関する注記）」
に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
（連結子会社の吸収合併）
　当社は、2024年４月11日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社であるフ
ジモリプラケミカル株式会社を吸収合併消滅会社として、2024年７月１日付で吸収合併することを決議し、
2024年４月11日付で吸収合併契約を締結いたしました。
１．取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業内容
企業の名称　フジモリプラケミカル株式会社
事業の内容　製版、印刷加工等を中心とした軟包装資材の製造（※）
※注）2024年７月１日付で別途、フジモリプラケミカル株式会社からFPC準備株式会社に向けて継承予
定の事業を除いた、当社への吸収合併対象となる事業について記載しております。

(2) 企業結合日
2024年7月1日

(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、フジモリプラケミカル株式会社は解散いたします。

(4) 結合後企業の名称
藤森工業株式会社

(5) その他取引の概要に関する事項
本吸収合併によりフジモリプラケミカル株式会社の製版、印刷加工工程を当社に取り込むことで、経営の
更なる効率化を図ります。

２．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事
業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通
支配下の取引として会計処理を行う予定であります。
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